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精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
五
月
二
日

　
　
　
　
　
　

福
井
県
知
事　

杉
本　

達
治

福
井
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
福
井
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

規
　
　
　
　
　
則
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様
式
第
１
０
号
（
第
４
条
関
係
）
 

 

措
置
入
院
決
定
の
お
知
ら
せ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

福
井
県
知
事
 
 
 
 
 
 
印
 

 【
入
院
理
由
に
つ
い
て
】
 

あ
な
た
は
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、【
①
幻
覚
妄
想
状
態
 
②
精
神
運
動
興
奮
状
態
 

③
昏
迷
状
態
 
④
統
合
失
調
症
等
残
遺
状
態

 
⑤
抑
う
つ
状
態

 
⑥
躁
状
態
 
⑦
せ
ん
妄
状
態
 

⑧
も
う
ろ
う
状
態
 
⑨
認
知
症
状
態

 
⑩
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
）
】
に
あ
り
、
ご
自
身
を
傷
つ
け
 

た
り
、
ま
た
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、【
①
精
神
保
健
及
び
精
 

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
２
９
条
の
規
定

 
②
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
 

る
法
律
第
２
９
条
の
２
の
規
定
】
に
よ
る
入
院
措
置
（
措
置
入
院
・
緊
急
措
置
入
院
）
が
必
要
で
 

あ
る
と
認
め
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 【
入
院
中
の
生
活
に
つ
い
て
】

 
 

１
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
手
紙
や
は
が
き
な
ど
を
受
け
取
っ
た
り
、
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
制
限
な

く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
封
書
に
異
物
が
同
封
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、

病
院
の
職
員
と
一
緒
に
、
あ
な
た
に
開
封
し
て
も
ら
い
、
そ
の
異
物
は
病
院
で
あ
ず
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
 

 ２
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
人
権
を
擁
護
す
る
行
政
機
関
の
職
員
、
あ
な
た
の
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士

と
の
電
話
・
面
会
や
、
あ
な
た
ま
た
は
あ
な
た
の
ご
家
族
等
の
依
頼
に
よ
り
あ
な
た
の
代
理
人
と

な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
と
の
面
会
は
、
制
限
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
以
外
の
人
と
の
電
話
・
面

接
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
の
病
状
に
応
じ
て
医
師
の
指
示
で
一
時
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
 

 ３
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
治
療
上
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
は
行
動
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
 

す
。
 

 ４
 
も
し
も
入
院
中
の
治
療
内
容
や
生
活
に
つ
い
て
、
あ
な
た
に
不
明
な
点
、
納
得
の
い
か
な
い
点
 

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
病
院
の
職
員
に
お
話
し
く
だ
さ
い
。
 

  

   

  

【
入
院
や
入
院
生
活
に
ご
納
得
の
い
か
な
い
場
合
】
 

１
 
あ
な
た
の
入
院
や
入
院
生
活
に
納
得
の
い
か
な
い
場
合
に
は
、
あ
な
た
ま
た
は
あ
な
た
の
ご
家
族
等

は
、
退
院
や
病
院
の
処
遇
の
改
善
を
指
示
す
る
よ
う
、
福
井
県
知
事
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
と
き
は
、
病
院
の
職
員
に
お
尋
ね
に
な
る
か
下
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

県
の
連
絡
先
 
〒
９
１
０
－
０
０
２
６

 
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
３
６
 

 
 
 
 
 
 
福
井
県
総
合
福
祉
相
談
所
 
障
が
い
者
支
援
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
電
話
 
（
０
７
７
６
）
２
６
－
５
３
０
０
 

 ２
 
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
３
か
月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の

処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）。

 

 

３
 
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
こ
の
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
以
内
に
限
り
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
都
道
府
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。）
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）。
ま
た
、
こ
の
処
分
の
通
知
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

で
あ
れ
ば
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
）
。
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様
式
第
十
六
号
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
に
定
め
る
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
３
３
条
第
１
項
・
第
３
項
に
よ
る
入
院

第
３
３
条
第
１
項
・
第
２
項
に
よ
る
入
院
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福
井
県
告
示
第
２
１
４
号

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
６
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
３
３
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
解
除
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
坂
井
市
三
国
町
梶
２
６
字
川
端
５
２
番
１
、
５
２
番
５

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
潮
害
の
防
備

３
　
解
除
の
理
由

　
　
指
定
理
由
の
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

福
井
県
告
示
第
２
１
３
号

　
福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県
条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

指
定
理
由
　
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は
著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪
を
誘
発
助

　
　
　
　
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

指
定
年
月
日
　
令
和
５
年
４
月
２
０
日

告
　
　
　
　
　
示

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
小
林
　
武
良
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
30－
11

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
小
林
　
隆
嗣
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

監
　
事
　
角
田
　
耕
二
　
福
井
市
天
王
町
7－
24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
渡
邉
　
重
紀
　
福
井
市
中
毘
沙
門
町
8－
2

様
式
第
１
０
号
（
第
４
条
関
係
）
 

 

措
置
入
院
決
定
の
お
知
ら
せ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様
 

 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

福
井
県
知
事
 
 
 
 
 
 
印
 

 【
入
院
理
由
に
つ
い
て
】
 

あ
な
た
は
、
精
神
保
健
指
定
医
の
診
察
の
結
果
、【
①
幻
覚
妄
想
状
態

 
②
精
神
運
動
興
奮
状
態
 

③
昏
迷
状
態

 
④
統
合
失
調
症
等
残
遺
状
態

 
⑤
抑
う
つ
状
態

 
⑥
躁
状
態
 
⑦
せ
ん
妄
状
態
 

⑧
も
う
ろ
う
状
態
 
⑨
認
知
症
状
態

 
⑩
そ
の
他
（

 
 
 
 
 
）
】
に
あ
り
、
ご
自
身
を
傷
つ
け
 

た
り
、
ま
た
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
し
た
り
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、【
①
精
神
保
健
及
び
精
 

神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
２
９
条
の
規
定

 
②
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
 

る
法
律
第
２
９
条
の
２
の
規
定
】
に
よ
る
入
院
措
置
（
措
置
入
院
・
緊
急
措
置
入
院
）
が
必
要
で
 

あ
る
と
認
め
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 

 【
入
院
中
の
生
活
に
つ
い
て
】

 
 

１
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
手
紙
や
は
が
き
な
ど
を
受
け
取
っ
た
り
、
出
し
た
り
す
る
こ
と
は
制
限
な

く
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
封
書
に
異
物
が
同
封
さ
れ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、

病
院
の
職
員
と
一
緒
に
、
あ
な
た
に
開
封
し
て
も
ら
い
、
そ
の
異
物
は
病
院
で
あ
ず
か
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
 

 ２
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
人
権
を
擁
護
す
る
行
政
機
関
の
職
員
、
あ
な
た
の
代
理
人
で
あ
る
弁
護
士

と
の
電
話
・
面
会
や
、
あ
な
た
ま
た
は
あ
な
た
の
ご
家
族
等
の
依
頼
に
よ
り
あ
な
た
の
代
理
人
と

な
ろ
う
と
す
る
弁
護
士
と
の
面
会
は
、
制
限
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
以
外
の
人
と
の
電
話
・
面

接
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
の
病
状
に
応
じ
て
医
師
の
指
示
で
一
時
的
に
制
限
す
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
 

 ３
 
あ
な
た
の
入
院
中
、
治
療
上
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
は
行
動
制
限
を
受
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
 

す
。
 

 ４
 
も
し
も
入
院
中
の
治
療
内
容
や
生
活
に
つ
い
て
、
あ
な
た
に
不
明
な
点
、
納
得
の
い
か
な
い
点
 

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
病
院
の
職
員
に
お
話
し
く
だ
さ
い
。
 

  

   

  

【
入
院
や
入
院
生
活
に
ご
納
得
の
い
か
な
い
場
合
】
 

１
 
あ
な
た
の
入
院
や
入
院
生
活
に
納
得
の
い
か
な
い
場
合
に
は
、
あ
な
た
ま
た
は
あ
な
た
の
ご
家
族
等

は
、
退
院
や
病
院
の
処
遇
の
改
善
を
指
示
す
る
よ
う
、
福
井
県
知
事
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
し
く
お
知
り
に
な
り
た
い
と
き
は
、
病
院
の
職
員
に
お
尋
ね
に
な
る
か
下
記
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

県
の
連
絡
先
 
〒
９
１
０
－
０
０
２
６

 
福
井
市
光
陽
２
丁
目
３
－
３
６
 

 
 
 
 
 
 
福
井
県
総
合
福
祉
相
談
所
 
障
が
い
者
支
援
課
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
電
話
 
（
０
７
７
６
）
２
６
－
５
３
０
０
 

 ２
 
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
３
か
月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の

処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）。

 

 

３
 
こ
の
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
は
、
こ
の
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６

か
月
以
内
に
限
り
、
福
井
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
都
道
府
県
を
代
表
す
る
者
は
福
井
県
知

事
と
な
り
ま
す
。）
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
こ

の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）。
ま
た
、
こ
の
処
分
の
通
知
を

受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
処
分
の
取
消
し

の
訴
え
は
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内

で
あ
れ
ば
、
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
）
。
 

 

種
別

映
画

映
画

映
画

春
の
画
 SH
U
N
GA

花
腐
し

シ
ェ
ル
タ
リ
ン
グ
・
ス
カ
イ

（
原
題
）
T
H
E SH

ELT
ERIN

G SK
Y

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
ジ
ャ
パ
ン

〈
ハ
ピ
ネ
ッ
ト
フ
ァ
ン
ト
ム
・
ス
タ
ジ
オ
〉

東
映
ビ
デ
オ

〈
東
映
ビ
デ
オ
〉

東
北
新
社

（
イ
ギ
リ
ス
）

題
　
　
　
　
名

制
作
会
社
、
配
給
会
社
等
名

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
７
号

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
山
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
区
計
画
等
（
地
区
計
画
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
勝
山
都
市
計
画
地
区
計
画
（
恐
竜
渓
谷
か
つ
や
ま
エ
リ
ア
地
区
計
画
）

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
８
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
小
林
　
弥
生

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
小
浜
市
木
崎
第
３
２
号
１
０
番
地
の
１

　
　
株
式
会
社
モ
リ
タ
不
動
産

　
　
代
表
取
締
役
　
川
北
　
貴
之

土
地
改
良
区
の
名
称

四
ヶ
浦
小
樟
土
地
改
良
区
令
和
５
年
４
月
１
０
日

認
可
年
月
日

土
地
改
良
区
の
名
称

福
井
朝
日
土
地
改
良
区

令
和
５
年
４
月
１
０
日

認
可
年
月
日

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

理
　
事
　
松
浦
　
久
敬
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
25－
41

理
　
事
　
岩
本
　
巖
　
　
福
井
市
下
東
郷
町
17－
17

理
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
1

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
青
山
　
博
喜
　
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
36－
12－
2

監
　
事
　
井
上
　
清
美
　
福
井
市
上
六
条
町
18－
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
平
澤
　
一
吉
　
越
前
市
杉
尾
町
14－
8

　
〃
　
　
武
安
　
巌
　
　
越
前
市
室
谷
町
16－
37

　
〃
　
　
鈴
木
與
三
市
　
越
前
市
粟
田
部
町
6－
46－
2

　
〃
　
　
髙
橋
　
國
夫
　
越
前
市
轟
井
町
35－
4

　
〃
　
　
田
中
　
和
男
　
越
前
市
島
町
6－
11

　
〃
　
　
岡
田
與
一
郎
　
越
前
市
別
印
町
3－
10

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
藤
井
　
栄
一
　
越
前
市
新
堂
町
30－
1－
1

　
〃
　
　
日
野
岡
金
治
　
越
前
市
赤
坂
町
56－
23－
6

　
〃
　
　
日
野
岡
達
彦
　
越
前
市
西
庄
境
町
16－
1－
1

　
〃
　
　
佐
々
木
哲
夫
　
越
前
市
東
庄
境
町
29－
22

　
〃
　
　
白
崎
　
健
一
　
越
前
市
国
中
町
64－
3

　
〃
　
　
高
岸
　
康
博
　
越
前
市
中
津
山
町
11－
12－
1

　
〃
　
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
成
田
　
輝
夫
　
越
前
市
藤
木
町
1－
8

　
〃
　
　
飯
田
　
正
徳
　
越
前
市
東
樫
尾
町
6－
38－
1

　
〃
　
　
岩
本
　
勝
一
　
越
前
市
相
木
町
15－
12

　
〃
　
　
真
柄
　
宏
昭
　
越
前
市
領
家
町
13－
8

　
〃
　
　
若
泉
　
和
則
　
越
前
市
横
住
町
28－
12

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
藤
井
　
貞
一
　
越
前
市
市
野
々
町
8－
27－
1

　
〃
　
　
長
谷
川
晃
英
　
越
前
市
大
谷
町
5－
11

　
〃
　
　
倉
橋
　
信
幸
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
11

　
〃
　
　
為
永
　
義
昭
　
越
前
市
水
間
町
21－
20－
1

監
　
事
　
谷
口
　
信
博
　
越
前
市
西
樫
尾
町
30－
12

　
〃
　
　
白
崎
三
兵
衛
　
越
前
市
国
中
町
65－
9

　
〃
　
　
上
島
　
兼
一
　
越
前
市
高
岡
町
2－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
簑
輪
惣
一
郎
　
鯖
江
市
大
倉
町
8－
5－
3

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
吉
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
13

　
〃
　
　
加
藤
　
拓
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
53－
15

　
〃
　
　
加
藤
　
公
和
　
鯖
江
市
平
井
町
52－
3

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
吉
本
　
照
　
　
鯖
江
市
西
大
井
町
20－
4

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
佐
々
木
武
二
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
32－
73

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
雅
夫
　
鯖
江
市
下
野
田
町
31－
8

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
増
田
太
左
衛
門
　
越
前
市
家
久
町
74－
16

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
月
６
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
小
川
　
一
介
　
越
前
町
宝
泉
寺
22－
20

　
〃
　
　
笠
原
　
健
治
　
鯖
江
市
上
野
田
町
3－
3

　
〃
　
　
鉾
　
　
直
文
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
15

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
鷲
田
　
耕
三
　
鯖
江
市
石
田
上
町
38－
8

　
〃
　
　
加
藤
　
一
信
　
鯖
江
市
大
倉
町
16－
16

　
〃
　
　
牧
野
　
清
之
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
27

　
〃
　
　
笹
本
　
悟
　
　
鯖
江
市
漆
原
町
5－
1－
3

　
〃
　
　
中
村
　
章
男
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
竹
下
　
眞
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
85－
25

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
小
山
　
雅
人
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

5
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
笹
木
主
一
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
90－
21

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
１
２
月
１
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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福
井
県
告
示
第
２
１
４
号

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
２
６
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
保
安
林
の
指

定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
３
３
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
解
除
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
坂
井
市
三
国
町
梶
２
６
字
川
端
５
２
番
１
、
５
２
番
５

２
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
潮
害
の
防
備

３
　
解
除
の
理
由

　
　
指
定
理
由
の
消
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
５
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
小
林
　
武
良
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
30－
11

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
小
林
　
隆
嗣
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

監
　
事
　
角
田
　
耕
二
　
福
井
市
天
王
町
7－
24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
渡
邉
　
重
紀
　
福
井
市
中
毘
沙
門
町
8－
2

公
　
　
　
　
　
告

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
６
号

　
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
７
号

　
都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）
第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
勝
山
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

　
⑴
　
種
類

　
　
　
地
区
計
画
等
（
地
区
計
画
）

　
⑵
　
名
称

　
　
　
勝
山
都
市
計
画
地
区
計
画
（
恐
竜
渓
谷
か
つ
や
ま
エ
リ
ア
地
区
計
画
）

２
　
縦
覧
場
所

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
２
１
８
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
嶺
南
振
興
局
長
　
小
林
　
弥
生

１
　
申
請
者
の
住
所
な
ら
び
に
名
称
お
よ
び
代
表
者
の
氏
名

　
　
小
浜
市
木
崎
第
３
２
号
１
０
番
地
の
１

　
　
株
式
会
社
モ
リ
タ
不
動
産

　
　
代
表
取
締
役
　
川
北
　
貴
之

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

小
浜
市
生
守
２
３
号
上
北
原

１
７
番
４

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

６
．０
０

５
４
.５
７

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

理
　
事
　
松
浦
　
久
敬
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
25－
41

理
　
事
　
岩
本
　
巖
　
　
福
井
市
下
東
郷
町
17－
17

理
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
1

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
青
山
　
博
喜
　
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
36－
12－
2

監
　
事
　
井
上
　
清
美
　
福
井
市
上
六
条
町
18－
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
平
澤
　
一
吉
　
越
前
市
杉
尾
町
14－
8

　
〃
　
　
武
安
　
巌
　
　
越
前
市
室
谷
町
16－
37

　
〃
　
　
鈴
木
與
三
市
　
越
前
市
粟
田
部
町
6－
46－
2

　
〃
　
　
髙
橋
　
國
夫
　
越
前
市
轟
井
町
35－
4

　
〃
　
　
田
中
　
和
男
　
越
前
市
島
町
6－
11

　
〃
　
　
岡
田
與
一
郎
　
越
前
市
別
印
町
3－
10

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
藤
井
　
栄
一
　
越
前
市
新
堂
町
30－
1－
1

　
〃
　
　
日
野
岡
金
治
　
越
前
市
赤
坂
町
56－
23－
6

　
〃
　
　
日
野
岡
達
彦
　
越
前
市
西
庄
境
町
16－
1－
1

　
〃
　
　
佐
々
木
哲
夫
　
越
前
市
東
庄
境
町
29－
22

　
〃
　
　
白
崎
　
健
一
　
越
前
市
国
中
町
64－
3

　
〃
　
　
高
岸
　
康
博
　
越
前
市
中
津
山
町
11－
12－
1

　
〃
　
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
成
田
　
輝
夫
　
越
前
市
藤
木
町
1－
8

　
〃
　
　
飯
田
　
正
徳
　
越
前
市
東
樫
尾
町
6－
38－
1

　
〃
　
　
岩
本
　
勝
一
　
越
前
市
相
木
町
15－
12

　
〃
　
　
真
柄
　
宏
昭
　
越
前
市
領
家
町
13－
8

　
〃
　
　
若
泉
　
和
則
　
越
前
市
横
住
町
28－
12

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
藤
井
　
貞
一
　
越
前
市
市
野
々
町
8－
27－
1

　
〃
　
　
長
谷
川
晃
英
　
越
前
市
大
谷
町
5－
11

　
〃
　
　
倉
橋
　
信
幸
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
11

　
〃
　
　
為
永
　
義
昭
　
越
前
市
水
間
町
21－
20－
1

監
　
事
　
谷
口
　
信
博
　
越
前
市
西
樫
尾
町
30－
12

　
〃
　
　
白
崎
三
兵
衛
　
越
前
市
国
中
町
65－
9

　
〃
　
　
上
島
　
兼
一
　
越
前
市
高
岡
町
2－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
簑
輪
惣
一
郎
　
鯖
江
市
大
倉
町
8－
5－
3

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
吉
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
13

　
〃
　
　
加
藤
　
拓
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
53－
15

　
〃
　
　
加
藤
　
公
和
　
鯖
江
市
平
井
町
52－
3

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
吉
本
　
照
　
　
鯖
江
市
西
大
井
町
20－
4

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
佐
々
木
武
二
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
32－
73

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
雅
夫
　
鯖
江
市
下
野
田
町
31－
8

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
増
田
太
左
衛
門
　
越
前
市
家
久
町
74－
16

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
月
６
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
小
川
　
一
介
　
越
前
町
宝
泉
寺
22－
20

　
〃
　
　
笠
原
　
健
治
　
鯖
江
市
上
野
田
町
3－
3

　
〃
　
　
鉾
　
　
直
文
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
15

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
鷲
田
　
耕
三
　
鯖
江
市
石
田
上
町
38－
8

　
〃
　
　
加
藤
　
一
信
　
鯖
江
市
大
倉
町
16－
16

　
〃
　
　
牧
野
　
清
之
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
27

　
〃
　
　
笹
本
　
悟
　
　
鯖
江
市
漆
原
町
5－
1－
3

　
〃
　
　
中
村
　
章
男
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
竹
下
　
眞
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
85－
25

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
小
山
　
雅
人
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

5
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
笹
木
主
一
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
90－
21

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
１
２
月
１
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
小
林
　
武
良
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
30－
11

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
小
林
　
隆
嗣
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

監
　
事
　
角
田
　
耕
二
　
福
井
市
天
王
町
7－
24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
渡
邉
　
重
紀
　
福
井
市
中
毘
沙
門
町
8－
2

理
　
事
　
松
浦
　
久
敬
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
25－
41

理
　
事
　
岩
本
　
巖
　
　
福
井
市
下
東
郷
町
17－
17

理
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
1

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
青
山
　
博
喜
　
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
36－
12－
2

監
　
事
　
井
上
　
清
美
　
福
井
市
上
六
条
町
18－
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
平
澤
　
一
吉
　
越
前
市
杉
尾
町
14－
8

　
〃
　
　
武
安
　
巌
　
　
越
前
市
室
谷
町
16－
37

　
〃
　
　
鈴
木
與
三
市
　
越
前
市
粟
田
部
町
6－
46－
2

　
〃
　
　
髙
橋
　
國
夫
　
越
前
市
轟
井
町
35－
4

　
〃
　
　
田
中
　
和
男
　
越
前
市
島
町
6－
11

　
〃
　
　
岡
田
與
一
郎
　
越
前
市
別
印
町
3－
10

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
藤
井
　
栄
一
　
越
前
市
新
堂
町
30－
1－
1

　
〃
　
　
日
野
岡
金
治
　
越
前
市
赤
坂
町
56－
23－
6

　
〃
　
　
日
野
岡
達
彦
　
越
前
市
西
庄
境
町
16－
1－
1

　
〃
　
　
佐
々
木
哲
夫
　
越
前
市
東
庄
境
町
29－
22

　
〃
　
　
白
崎
　
健
一
　
越
前
市
国
中
町
64－
3

　
〃
　
　
高
岸
　
康
博
　
越
前
市
中
津
山
町
11－
12－
1

　
〃
　
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
成
田
　
輝
夫
　
越
前
市
藤
木
町
1－
8

　
〃
　
　
飯
田
　
正
徳
　
越
前
市
東
樫
尾
町
6－
38－
1

　
〃
　
　
岩
本
　
勝
一
　
越
前
市
相
木
町
15－
12

　
〃
　
　
真
柄
　
宏
昭
　
越
前
市
領
家
町
13－
8

　
〃
　
　
若
泉
　
和
則
　
越
前
市
横
住
町
28－
12

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
藤
井
　
貞
一
　
越
前
市
市
野
々
町
8－
27－
1

　
〃
　
　
長
谷
川
晃
英
　
越
前
市
大
谷
町
5－
11

　
〃
　
　
倉
橋
　
信
幸
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
11

　
〃
　
　
為
永
　
義
昭
　
越
前
市
水
間
町
21－
20－
1

監
　
事
　
谷
口
　
信
博
　
越
前
市
西
樫
尾
町
30－
12

　
〃
　
　
白
崎
三
兵
衛
　
越
前
市
国
中
町
65－
9

　
〃
　
　
上
島
　
兼
一
　
越
前
市
高
岡
町
2－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
簑
輪
惣
一
郎
　
鯖
江
市
大
倉
町
8－
5－
3

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
吉
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
13

　
〃
　
　
加
藤
　
拓
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
53－
15

　
〃
　
　
加
藤
　
公
和
　
鯖
江
市
平
井
町
52－
3

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
吉
本
　
照
　
　
鯖
江
市
西
大
井
町
20－
4

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
佐
々
木
武
二
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
32－
73

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
雅
夫
　
鯖
江
市
下
野
田
町
31－
8

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
梅
田
吉
右
エ
門
　
越
前
市
寺
地
町
10－
12

　
〃
　
　
若
泉
　
勝
哉
　
越
前
市
横
住
町
39－
8

　
〃
　
　
國
久
　
繁
雄
　
越
前
市
長
谷
町
28－
34

　
〃
　
　
蓑
輪
　
利
一
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
12

　
〃
　
　
上
道
　
英
夫
　
越
前
市
柳
元
町
29－
9

　
〃
　
　
千
石
谷
幸
男
　
越
前
市
市
野
々
町
10－
25

監
　
事
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
小
林
　
博
之
　
越
前
市
島
町
29－
16

　
〃
　
　
林
　
直
樹
　
　
越
前
市
野
岡
町
4－
30

　
〃
　
　
峯
森
　
重
孝
　
越
前
市
新
在
家
町
4－
2－
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
和
　
鯖
江
市
大
倉
町
10－
10

　
〃
　
　
加
藤
　
隆
　
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
11－
2

　
〃
　
　
加
藤
　
一
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
60－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
信
行
　
鯖
江
市
平
井
町
54－
5－
1

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
髙
嶋
九
左
衛
門
　
鯖
江
市
西
大
井
町
23－
17

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
東
井
　
忠
義
　
鯖
江
市
田
村
町
5－
5

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
青
木
　
一
郎
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
29－
2

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
瀧
ケ
花
祥
晃
　
鯖
江
市
下
野
田
町
26－
13－
12

　
〃
　
　
牧
野
　
仙
一
　
鯖
江
市
上
野
田
町
7－
11－
2

　
〃
　
　
水
野
　
辰
美
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
12－
10

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
藤
田
　
雄
治
　
鯖
江
市
石
田
下
町
16－
18

　
〃
　
　
伊
部
　
弘
子
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
18－
6

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
辻
川
　
哲
也
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
50

　
〃
　
　
徳
橋
　
健
児
　
鯖
江
市
当
田
町
20－
28－
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

　
〃
　
　
加
藤
　
治
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
80－
56

　
〃
　
　
加
藤
　
弘
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

23
監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
〃
　
　
嶋
田
　
亮
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
増
田
太
左
衛
門
　
越
前
市
家
久
町
74－
16

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
月
６
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
小
川
　
一
介
　
越
前
町
宝
泉
寺
22－
20

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
前
田
　
勘
治
　
越
前
市
家
久
町
52－
14

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
田
　
博
幸
　
越
前
町
天
王
30－
1－
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
蓑
輪
　
和
彦
　
越
前
市
八
石
町
3－
1－
1

　
〃
　
　
内
藤
　
隆
暁
　
越
前
市
相
木
町
12－
1

　
〃
　
　
前
田
　
博
之
　
越
前
市
殿
町
8－
23

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
永
木
　
良
和
　
越
前
市
西
樫
尾
町
7－
9

　
〃
　
　
水
野
　
正
彦
　
越
前
市
杉
尾
町
15－
8

　
〃
　
　
髙
橋
　
英
文
　
越
前
市
轟
井
町
33－
18

　
〃
　
　
福
田
　
勝
康
　
越
前
市
中
印
町
19－
27

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
髙
橋
　
伊
文
　
越
前
市
東
庄
境
町
28－
41－
1

　
〃
　
　
古
市
　
好
孝
　
越
前
市
西
庄
境
町
5－
27

　
〃
　
　
白
崎
　
和
博
　
越
前
市
国
中
町
53－
2

　
〃
　
　
髙
　
　
良
雄
　
越
前
市
中
津
山
町
21－
30

　
〃
　
　
水
野
　
良
夫
　
越
前
市
新
堂
町
19－
5

　
〃
　
　
田
中
　
秀
幸
　
越
前
市
赤
坂
町
58－
12

　
〃
　
　
渡
辺
成
一
郎
　
越
前
市
高
岡
町
8－
39－
5

　
〃
　
　
石
本
　
健
三
　
越
前
市
藤
木
町
5－
20

　
〃
　
　
田
中
耕
一
郎
　
越
前
市
領
家
町
22－
26

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
笠
原
　
健
治
　
鯖
江
市
上
野
田
町
3－
3

　
〃
　
　
鉾
　
　
直
文
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
15

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
鷲
田
　
耕
三
　
鯖
江
市
石
田
上
町
38－
8

　
〃
　
　
加
藤
　
一
信
　
鯖
江
市
大
倉
町
16－
16

　
〃
　
　
牧
野
　
清
之
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
27

　
〃
　
　
笹
本
　
悟
　
　
鯖
江
市
漆
原
町
5－
1－
3

　
〃
　
　
中
村
　
章
男
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
竹
下
　
眞
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
85－
25

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
小
山
　
雅
人
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

5
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
笹
木
主
一
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
90－
21

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
１
２
月
１
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
８
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
小
林
　
武
良
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
30－
11

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
小
林
　
隆
嗣
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
12

監
　
事
　
角
田
　
耕
二
　
福
井
市
天
王
町
7－
24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
　

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
 　
　
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
29－
36

理
　
事
　
米
倉
與
一
郎
　
福
井
市
東
郷
中
島
町
11－
20

理
　
事
　
島
﨑
　
雅
行
　
福
井
市
天
王
町
26－
27

理
　
事
　
高
嶋
　
一
俊
　
福
井
市
上
毘
沙
門
町
2－
291

理
　
事
　
渡
邉
　
重
紀
　
福
井
市
中
毘
沙
門
町
8－
2

理
　
事
　
松
浦
　
久
敬
　
福
井
市
下
毘
沙
門
町
25－
41

理
　
事
　
岩
本
　
巖
　
　
福
井
市
下
東
郷
町
17－
17

理
　
事
　
寺
横
　
和
美
　
福
井
市
上
六
条
町
24－
1

理
　
事
　
加
藤
　
尚
人
　
福
井
市
天
王
町
23－
5

理
　
事
　
久
保
田
博
文
　
福
井
市
下
六
条
町
24－
22

監
　
事
　
川
崎
　
幸
男
　
福
井
市
東
郷
二
ヶ
町
15－
5

監
　
事
　
青
山
　
博
喜
　
福
井
市
東
郷
二
ケ
町
36－
12－
2

監
　
事
　
井
上
　
清
美
　
福
井
市
上
六
条
町
18－
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
平
澤
　
一
吉
　
越
前
市
杉
尾
町
14－
8

　
〃
　
　
武
安
　
巌
　
　
越
前
市
室
谷
町
16－
37

　
〃
　
　
鈴
木
與
三
市
　
越
前
市
粟
田
部
町
6－
46－
2

　
〃
　
　
髙
橋
　
國
夫
　
越
前
市
轟
井
町
35－
4

　
〃
　
　
田
中
　
和
男
　
越
前
市
島
町
6－
11

　
〃
　
　
岡
田
與
一
郎
　
越
前
市
別
印
町
3－
10

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
藤
井
　
栄
一
　
越
前
市
新
堂
町
30－
1－
1

　
〃
　
　
日
野
岡
金
治
　
越
前
市
赤
坂
町
56－
23－
6

　
〃
　
　
日
野
岡
達
彦
　
越
前
市
西
庄
境
町
16－
1－
1

　
〃
　
　
佐
々
木
哲
夫
　
越
前
市
東
庄
境
町
29－
22

　
〃
　
　
白
崎
　
健
一
　
越
前
市
国
中
町
64－
3

　
〃
　
　
高
岸
　
康
博
　
越
前
市
中
津
山
町
11－
12－
1

　
〃
　
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
成
田
　
輝
夫
　
越
前
市
藤
木
町
1－
8

　
〃
　
　
飯
田
　
正
徳
　
越
前
市
東
樫
尾
町
6－
38－
1

　
〃
　
　
岩
本
　
勝
一
　
越
前
市
相
木
町
15－
12

　
〃
　
　
真
柄
　
宏
昭
　
越
前
市
領
家
町
13－
8

　
〃
　
　
若
泉
　
和
則
　
越
前
市
横
住
町
28－
12

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
藤
井
　
貞
一
　
越
前
市
市
野
々
町
8－
27－
1

　
〃
　
　
長
谷
川
晃
英
　
越
前
市
大
谷
町
5－
11

　
〃
　
　
倉
橋
　
信
幸
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
11

　
〃
　
　
為
永
　
義
昭
　
越
前
市
水
間
町
21－
20－
1

監
　
事
　
谷
口
　
信
博
　
越
前
市
西
樫
尾
町
30－
12

　
〃
　
　
白
崎
三
兵
衛
　
越
前
市
国
中
町
65－
9

　
〃
　
　
上
島
　
兼
一
　
越
前
市
高
岡
町
2－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
簑
輪
惣
一
郎
　
鯖
江
市
大
倉
町
8－
5－
3

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
吉
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
13

　
〃
　
　
加
藤
　
拓
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
53－
15

　
〃
　
　
加
藤
　
公
和
　
鯖
江
市
平
井
町
52－
3

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
吉
本
　
照
　
　
鯖
江
市
西
大
井
町
20－
4

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
佐
々
木
武
二
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
32－
73

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
雅
夫
　
鯖
江
市
下
野
田
町
31－
8

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
梅
田
吉
右
エ
門
　
越
前
市
寺
地
町
10－
12

　
〃
　
　
若
泉
　
勝
哉
　
越
前
市
横
住
町
39－
8

　
〃
　
　
國
久
　
繁
雄
　
越
前
市
長
谷
町
28－
34

　
〃
　
　
蓑
輪
　
利
一
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
12

　
〃
　
　
上
道
　
英
夫
　
越
前
市
柳
元
町
29－
9

　
〃
　
　
千
石
谷
幸
男
　
越
前
市
市
野
々
町
10－
25

監
　
事
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
小
林
　
博
之
　
越
前
市
島
町
29－
16

　
〃
　
　
林
　
直
樹
　
　
越
前
市
野
岡
町
4－
30

　
〃
　
　
峯
森
　
重
孝
　
越
前
市
新
在
家
町
4－
2－
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
和
　
鯖
江
市
大
倉
町
10－
10

　
〃
　
　
加
藤
　
隆
　
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
11－
2

　
〃
　
　
加
藤
　
一
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
60－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
信
行
　
鯖
江
市
平
井
町
54－
5－
1

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
髙
嶋
九
左
衛
門
　
鯖
江
市
西
大
井
町
23－
17

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
東
井
　
忠
義
　
鯖
江
市
田
村
町
5－
5

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
青
木
　
一
郎
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
29－
2

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
瀧
ケ
花
祥
晃
　
鯖
江
市
下
野
田
町
26－
13－
12

　
〃
　
　
牧
野
　
仙
一
　
鯖
江
市
上
野
田
町
7－
11－
2

　
〃
　
　
水
野
　
辰
美
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
12－
10

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
藤
田
　
雄
治
　
鯖
江
市
石
田
下
町
16－
18

　
〃
　
　
伊
部
　
弘
子
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
18－
6

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
辻
川
　
哲
也
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
50

　
〃
　
　
徳
橋
　
健
児
　
鯖
江
市
当
田
町
20－
28－
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

　
〃
　
　
加
藤
　
治
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
80－
56

　
〃
　
　
加
藤
　
弘
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

23
監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
〃
　
　
嶋
田
　
亮
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
増
田
太
左
衛
門
　
越
前
市
家
久
町
74－
16

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
１
月
６
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
小
川
　
一
介
　
越
前
町
宝
泉
寺
22－
20

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
前
田
　
勘
治
　
越
前
市
家
久
町
52－
14

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
田
　
博
幸
　
越
前
町
天
王
30－
1－
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
蓑
輪
　
和
彦
　
越
前
市
八
石
町
3－
1－
1

　
〃
　
　
内
藤
　
隆
暁
　
越
前
市
相
木
町
12－
1

　
〃
　
　
前
田
　
博
之
　
越
前
市
殿
町
8－
23

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
永
木
　
良
和
　
越
前
市
西
樫
尾
町
7－
9

　
〃
　
　
水
野
　
正
彦
　
越
前
市
杉
尾
町
15－
8

　
〃
　
　
髙
橋
　
英
文
　
越
前
市
轟
井
町
33－
18

　
〃
　
　
福
田
　
勝
康
　
越
前
市
中
印
町
19－
27

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
髙
橋
　
伊
文
　
越
前
市
東
庄
境
町
28－
41－
1

　
〃
　
　
古
市
　
好
孝
　
越
前
市
西
庄
境
町
5－
27

　
〃
　
　
白
崎
　
和
博
　
越
前
市
国
中
町
53－
2

　
〃
　
　
髙
　
　
良
雄
　
越
前
市
中
津
山
町
21－
30

　
〃
　
　
水
野
　
良
夫
　
越
前
市
新
堂
町
19－
5

　
〃
　
　
田
中
　
秀
幸
　
越
前
市
赤
坂
町
58－
12

　
〃
　
　
渡
辺
成
一
郎
　
越
前
市
高
岡
町
8－
39－
5

　
〃
　
　
石
本
　
健
三
　
越
前
市
藤
木
町
5－
20

　
〃
　
　
田
中
耕
一
郎
　
越
前
市
領
家
町
22－
26

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10

　
〃
　
　
笠
原
　
健
治
　
鯖
江
市
上
野
田
町
3－
3

　
〃
　
　
鉾
　
　
直
文
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
15

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
鷲
田
　
耕
三
　
鯖
江
市
石
田
上
町
38－
8

　
〃
　
　
加
藤
　
一
信
　
鯖
江
市
大
倉
町
16－
16

　
〃
　
　
牧
野
　
清
之
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
27

　
〃
　
　
笹
本
　
悟
　
　
鯖
江
市
漆
原
町
5－
1－
3

　
〃
　
　
中
村
　
章
男
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
6－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
竹
下
　
眞
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
85－
25

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
小
山
　
雅
人
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

5
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
笹
木
主
一
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
90－
21

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
４
年
１
２
月
１
２
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治
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〃
　
　
梅
田
吉
右
エ
門
　
越
前
市
寺
地
町
10－
12

　
〃
　
　
若
泉
　
勝
哉
　
越
前
市
横
住
町
39－
8

　
〃
　
　
國
久
　
繁
雄
　
越
前
市
長
谷
町
28－
34

　
〃
　
　
蓑
輪
　
利
一
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
12

　
〃
　
　
上
道
　
英
夫
　
越
前
市
柳
元
町
29－
9

　
〃
　
　
千
石
谷
幸
男
　
越
前
市
市
野
々
町
10－
25

監
　
事
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
小
林
　
博
之
　
越
前
市
島
町
29－
16

　
〃
　
　
林
　
直
樹
　
　
越
前
市
野
岡
町
4－
30

　
〃
　
　
峯
森
　
重
孝
　
越
前
市
新
在
家
町
4－
2－
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
和
　
鯖
江
市
大
倉
町
10－
10

　
〃
　
　
加
藤
　
隆
　
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
11－
2

　
〃
　
　
加
藤
　
一
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
60－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
信
行
　
鯖
江
市
平
井
町
54－
5－
1

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
髙
嶋
九
左
衛
門
　
鯖
江
市
西
大
井
町
23－
17

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
東
井
　
忠
義
　
鯖
江
市
田
村
町
5－
5

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
青
木
　
一
郎
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
29－
2

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
瀧
ケ
花
祥
晃
　
鯖
江
市
下
野
田
町
26－
13－
12

　
〃
　
　
牧
野
　
仙
一
　
鯖
江
市
上
野
田
町
7－
11－
2

　
〃
　
　
水
野
　
辰
美
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
12－
10

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
藤
田
　
雄
治
　
鯖
江
市
石
田
下
町
16－
18

　
〃
　
　
伊
部
　
弘
子
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
18－
6

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
辻
川
　
哲
也
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
50

　
〃
　
　
徳
橋
　
健
児
　
鯖
江
市
当
田
町
20－
28－
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

　
〃
　
　
加
藤
　
治
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
80－
56

　
〃
　
　
加
藤
　
弘
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

23
監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
〃
　
　
嶋
田
　
亮
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
前
田
　
勘
治
　
越
前
市
家
久
町
52－
14

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
田
　
博
幸
　
越
前
町
天
王
30－
1－
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月
２
０

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月
２
１

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
県
内
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
河
川
・
砂
防
テ
レ
メ
ー
タ
保
守
点
検
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
砂
防
防
災
課

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
３
月
２
７
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
マ
ル
ツ
電
波

　
　
福
井
市
豊
島
２
丁
目
６
番
７
号

５
　
落
札
金
額

　
　
６
６
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
２
月
７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
蓑
輪
　
和
彦
　
越
前
市
八
石
町
3－
1－
1

　
〃
　
　
内
藤
　
隆
暁
　
越
前
市
相
木
町
12－
1

　
〃
　
　
前
田
　
博
之
　
越
前
市
殿
町
8－
23

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
永
木
　
良
和
　
越
前
市
西
樫
尾
町
7－
9

　
〃
　
　
水
野
　
正
彦
　
越
前
市
杉
尾
町
15－
8

　
〃
　
　
髙
橋
　
英
文
　
越
前
市
轟
井
町
33－
18

　
〃
　
　
福
田
　
勝
康
　
越
前
市
中
印
町
19－
27

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
髙
橋
　
伊
文
　
越
前
市
東
庄
境
町
28－
41－
1

　
〃
　
　
古
市
　
好
孝
　
越
前
市
西
庄
境
町
5－
27

　
〃
　
　
白
崎
　
和
博
　
越
前
市
国
中
町
53－
2

　
〃
　
　
髙
　
　
良
雄
　
越
前
市
中
津
山
町
21－
30

　
〃
　
　
水
野
　
良
夫
　
越
前
市
新
堂
町
19－
5

　
〃
　
　
田
中
　
秀
幸
　
越
前
市
赤
坂
町
58－
12

　
〃
　
　
渡
辺
成
一
郎
　
越
前
市
高
岡
町
8－
39－
5

　
〃
　
　
石
本
　
健
三
　
越
前
市
藤
木
町
5－
20

　
〃
　
　
田
中
耕
一
郎
　
越
前
市
領
家
町
22－
26

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10
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〃
　
　
梅
田
吉
右
エ
門
　
越
前
市
寺
地
町
10－
12

　
〃
　
　
若
泉
　
勝
哉
　
越
前
市
横
住
町
39－
8

　
〃
　
　
國
久
　
繁
雄
　
越
前
市
長
谷
町
28－
34

　
〃
　
　
蓑
輪
　
利
一
　
越
前
市
北
坂
下
町
5－
12

　
〃
　
　
上
道
　
英
夫
　
越
前
市
柳
元
町
29－
9

　
〃
　
　
千
石
谷
幸
男
　
越
前
市
市
野
々
町
10－
25

監
　
事
　
上
坂
　
正
嗣
　
越
前
市
朽
飯
町
22－
6

　
〃
　
　
小
林
　
博
之
　
越
前
市
島
町
29－
16

　
〃
　
　
林
　
直
樹
　
　
越
前
市
野
岡
町
4－
30

　
〃
　
　
峯
森
　
重
孝
　
越
前
市
新
在
家
町
4－
2－
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
鯖
江
日
野
川
西
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
６
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
水
間
　
照
男
　
鯖
江
市
石
田
上
町
37－
22－
1

　
〃
　
　
青
柳
　
静
　
　
鯖
江
市
石
田
上
町
43－
16－
1

　
〃
　
　
五
十
嵐
義
治
　
鯖
江
市
石
田
中
町
3－
5

　
〃
　
　
髙
島
　
栄
　
　
鯖
江
市
石
田
下
町
21－
46

　
〃
　
　
西
村
　
郁
夫
　
鯖
江
市
石
田
下
町
17－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
孝
和
　
鯖
江
市
大
倉
町
10－
10

　
〃
　
　
加
藤
　
隆
　
　
鯖
江
市
吉
田
町
2－
11－
2

　
〃
　
　
加
藤
　
一
雄
　
鯖
江
市
平
井
町
60－
14

　
〃
　
　
加
藤
　
信
行
　
鯖
江
市
平
井
町
54－
5－
1

　
〃
　
　
笹
木
吉
右
ヱ
門
　
鯖
江
市
二
丁
掛
町
14－
20

　
〃
　
　
堀
内
　
康
宏
　
鯖
江
市
冬
島
町
11－
52

　
〃
　
　
青
山
　
泰
雄
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
12－
1－
1

　
〃
　
　
髙
嶋
九
左
衛
門
　
鯖
江
市
西
大
井
町
23－
17

　
〃
　
　
牧
野
　
良
信
　
鯖
江
市
川
去
町
37－
14

　
〃
　
　
牧
野
　
孝
弘
　
鯖
江
市
川
去
町
38－
14

　
〃
　
　
東
井
　
忠
義
　
鯖
江
市
田
村
町
5－
5

　
〃
　
　
小
棹
　
昇
　
　
鯖
江
市
小
泉
町
22－
76

　
〃
　
　
佐
々
木
義
和
　
鯖
江
市
熊
田
町
15－
111

　
〃
　
　
髙
棹
　
勝
廣
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
16

　
〃
　
　
青
木
　
一
郎
　
鯖
江
市
石
生
谷
町
29－
2

　
〃
　
　
小
林
　
慶
一
　
鯖
江
市
漆
原
町
1－
7－
5

　
〃
　
　
橋
本
　
忠
憲
　
鯖
江
市
下
野
田
町
32－
20

　
〃
　
　
瀧
ケ
花
祥
晃
　
鯖
江
市
下
野
田
町
26－
13－
12

　
〃
　
　
牧
野
　
仙
一
　
鯖
江
市
上
野
田
町
7－
11－
2

　
〃
　
　
水
野
　
辰
美
　
鯖
江
市
上
氏
家
町
12－
10

　
〃
　
　
手
鹿
　
廣
一
　
鯖
江
市
下
氏
家
町
16－
22

　
〃
　
　
小
嶋
　
重
治
　
鯖
江
市
当
田
町
21－
4－
7

　
〃
　
　
熊
谷
　
聖
　
　
鯖
江
市
鳥
井
町
7－
24

監
　
事
　
藤
田
　
雄
治
　
鯖
江
市
石
田
下
町
16－
18

　
〃
　
　
伊
部
　
弘
子
　
鯖
江
市
持
明
寺
町
18－
6

　
〃
　
　
青
山
　
雄
二
　
鯖
江
市
田
村
町
15－
10

　
〃
　
　
辻
川
　
哲
也
　
鯖
江
市
和
田
町
17－
50

　
〃
　
　
徳
橋
　
健
児
　
鯖
江
市
当
田
町
20－
28－
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
白
山
安
養
寺
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
上
野
　
博
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

8
　
〃
　
　
表
利
右
衞
門
　
越
前
市
安
養
寺
町
27－
14甲

　
〃
　
　
横
山
　
一
衛
　
越
前
市
安
養
寺
町
82－
17甲

　
〃
　
　
稲
場
　
茂
昭
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
19

　
〃
　
　
酒
井
　
正
信
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
2甲

　
〃
　
　
藪
上
與
四
郎
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

11
　
〃
　
　
丸
山
　
堅
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
88－
15

　
〃
　
　
下
野
　
重
和
　
越
前
市
安
養
寺
町
115－

1
　
〃
　
　
横
山
　
太
三
　
越
前
市
安
養
寺
町
89－
18

　
〃
　
　
加
藤
　
治
　
　
越
前
市
安
養
寺
町
80－
56

　
〃
　
　
加
藤
　
弘
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
117－

23
監
　
事
　
上
野
　
嘉
蔵
　
越
前
市
安
養
寺
町
113－

2－
1

　
〃
　
　
坂
下
　
在
良
　
越
前
市
安
養
寺
町
105－

13
　
〃
　
　
嶋
田
　
亮
一
　
越
前
市
安
養
寺
町
37－
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
武
生
吉
野
瀬
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
１
５
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
前
田
　
勘
治
　
越
前
市
家
久
町
52－
14

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
井
朝
日
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
３
月
２
９
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
山
田
　
博
幸
　
越
前
町
天
王
30－
1－
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月
２
０

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
電
子
国
土
基
本
図
（
地
図
情
報
）
修
正
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
福
井
県
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
測
量
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
８
８
号
）
第
１
４
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
５
年
４
月
２
１

日
に
国
土
地
理
院
よ
り
基
本
測
量
の
終
了
に
つ
い
て
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
１
４
条
第
３
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
測
量
計
画
機
関
の
名
称

　
　
国
土
地
理
院

２
　
作
業
の
種
類

　
　
基
本
測
量
（
航
空
重
力
測
量
）

３
　
作
業
の
期
間

　
　
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で

４
　
作
業
の
地
域

　
　
県
内
全
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
の
落
札
者
を
決
定
し
た

の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
係
る
福
井
県
財
務
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
７
年
福
井
県
規
則
第
８

２
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
落
札
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
お
よ
び
数
量

　
　
福
井
県
河
川
・
砂
防
テ
レ
メ
ー
タ
保
守
点
検
業
務
　
一
式

２
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
福
井
県
土
木
部
砂
防
防
災
課

　
　
福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

３
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

　
　
令
和
５
年
３
月
２
７
日

４
　
落
札
者
の
名
称
お
よ
び
住
所

　
　
株
式
会
社
マ
ル
ツ
電
波

　
　
福
井
市
豊
島
２
丁
目
６
番
７
号

５
　
落
札
金
額

　
　
６
６
，
０
０
０
，
０
０
０
円

６
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
一
般
競
争
入
札

７
　
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
令
和
５
年
２
月
７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
今
立
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
５
年
４
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
１

８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
海
田
　
和
廣
　
越
前
市
山
室
町
50－
6－
2

　
〃
　
　
蓑
輪
　
和
彦
　
越
前
市
八
石
町
3－
1－
1

　
〃
　
　
内
藤
　
隆
暁
　
越
前
市
相
木
町
12－
1

　
〃
　
　
前
田
　
博
之
　
越
前
市
殿
町
8－
23

　
〃
　
　
鈴
木
　
昌
幸
　
越
前
市
西
樫
尾
町
26－
6－
1

　
〃
　
　
永
木
　
良
和
　
越
前
市
西
樫
尾
町
7－
9

　
〃
　
　
水
野
　
正
彦
　
越
前
市
杉
尾
町
15－
8

　
〃
　
　
髙
橋
　
英
文
　
越
前
市
轟
井
町
33－
18

　
〃
　
　
福
田
　
勝
康
　
越
前
市
中
印
町
19－
27

　
〃
　
　
笠
島
　
行
安
　
越
前
市
南
坂
下
町
13－
11

　
〃
　
　
髙
橋
　
伊
文
　
越
前
市
東
庄
境
町
28－
41－
1

　
〃
　
　
古
市
　
好
孝
　
越
前
市
西
庄
境
町
5－
27

　
〃
　
　
白
崎
　
和
博
　
越
前
市
国
中
町
53－
2

　
〃
　
　
髙
　
　
良
雄
　
越
前
市
中
津
山
町
21－
30

　
〃
　
　
水
野
　
良
夫
　
越
前
市
新
堂
町
19－
5

　
〃
　
　
田
中
　
秀
幸
　
越
前
市
赤
坂
町
58－
12

　
〃
　
　
渡
辺
成
一
郎
　
越
前
市
高
岡
町
8－
39－
5

　
〃
　
　
石
本
　
健
三
　
越
前
市
藤
木
町
5－
20

　
〃
　
　
田
中
耕
一
郎
　
越
前
市
領
家
町
22－
26

　
〃
　
　
石
本
　
正
則
　
越
前
市
波
垣
町
15－
10
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人
事
委
員
会
規
則

　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以
下

　
　
　
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

　
　
　
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

　
　
　
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　
　
ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

　
　
　
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６

　
　
　
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

　
　
　
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。

　
　
　
）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

　
　
　
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格

　
　
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

　
　
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
１
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
者

　
　
ウ
　
２
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警

　
　
　
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

４
　
受
講
申
込
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
年
５
月
１
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
定
員
に
な
り
次

　
　
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
　
　
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景

　
　
　
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
　
１

　
　
　
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

　
　
　
　
　
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑴
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
４
７
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
２
３
，
０
０
０
円

　
　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０

　
　
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
　
　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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公
安
委
員
会
告
示

福
井
県
公
安
委
員
会
告
示
第
５
１
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
４
７
年
法
律
第
１
１
７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に

規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
新
規
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
お
よ
び
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
５
８
年
国
家
公
安
委
員

会
規
則
第
２
号
）
第
６
条
に
基
づ
く
法
第
２
２
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者

講
習
（
以
下
「
追
加
取
得
講
習
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
５
月
２
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
春
木
　
麻
紀
子
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
、
講
習
の
種
別
、
実
施
期
間
お
よ
び
定
員

　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以
下

　
　
　
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

　
　
　
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

　
　
　
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　
　
ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

　
　
　
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６

　
　
　
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

　
　
　
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。

講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

法
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
警
備
業
務

新
規
取
得
講
習

追
加
取
得
講
習

令
和
５
年
６
月
５
日（
月
）か
ら

令
和
５
年
６
月
１
３
日（
火
）ま
で

令
和
５
年
６
月
８
日（
木
）か
ら

令
和
５
年
６
月
１
３
日（
火
）ま
で

講
習
の
種
別

実
施
期
間

定
員

３
０
名

　
　
　
）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

　
　
　
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格

　
　
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

　
　
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
１
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
者

　
　
ウ
　
２
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警

　
　
　
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

４
　
受
講
申
込
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
年
５
月
１
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
定
員
に
な
り
次

　
　
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
　
　
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景

　
　
　
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
　
１

　
　
　
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

　
　
　
　
　
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑴
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
４
７
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
２
３
，
０
０
０
円

　
　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０

　
　
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
　
　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以
下

　
　
　
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

　
　
　
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

　
　
　
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　
　
ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

　
　
　
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６

　
　
　
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

　
　
　
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。

　
　
　
）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

　
　
　
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格

　
　
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

　
　
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
１
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
者

　
　
ウ
　
２
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警

　
　
　
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

４
　
受
講
申
込
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
年
５
月
１
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
定
員
に
な
り
次

　
　
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
　
　
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景

　
　
　
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
　
１

　
　
　
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

　
　
　
　
　
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑴
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
４
７
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
２
３
，
０
０
０
円

　
　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０

　
　
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
　
　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。
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令
和
五
年
五
月
二
日
発　

行　
発
行
人　

〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

　
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。

２
　
実
施
場
所

　
　
福
井
市
成
和
１
丁
目
１
４
２
４
番
地
　
ア
イ
ビ
ッ
ク
ス
第
三
ビ
ル

　
　
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会

３
　
受
講
対
象
者

　
⑴
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１
７
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
０
号
。
以
下

　
　
　
「
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に

　
　
　
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
２
３
条
第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「

　
　
　
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

　
　
ウ
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「

　
　
　
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該

　
　
　
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
６

　
　
　
１
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。
）
第
１
条
第
２
項
に
規

　
　
　
定
す
る
１
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。

　
　
　
）
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る

　
　
　
。
以
下
「
旧
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
⑵
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
受
講
申
込
を
行
う
日
に
お
い
て
、
１
号
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格

　
　
者
証
ま
た
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
資
格
者
証
等
」
と
い
う
。
）
の

　
　
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
　
ア
　
最
近
５
年
間
に
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

　
　
イ
　
１
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
者

　
　
ウ
　
２
級
検
定
（
１
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

　
　
　
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
１
号
警

　
　
　
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

　
　
エ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
に
合
格
し
た
者

　
　
オ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た

　
　
　
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者

４
　
受
講
申
込
の
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
　
令
和
５
年
５
月
８
日
（
月
）
か
ら
同
年
５
月
１
７
日
（
水
）
ま
で
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
０
時
ま

　
　
で
お
よ
び
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
の
間
（
日
曜
日
お
よ
び
土
曜
日
を
除
く
。
定
員
に
な
り
次

　
　
第
受
付
を
終
了
す
る
。
）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
福
井
県
内
の
警
察
署

　
　
　
な
お
、
本
人
が
直
接
申
請
す
る
こ
と
と
し
、
郵
送
や
代
理
人
に
よ
る
申
請
は
認
め
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
共
通

　
　
　
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
無
背
景

　
　
　
の
縦
４
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
３
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
１
枚
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）
　
１

　
　
　
通

　
　
イ
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑴
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
書
面
（

　
　
　
　
　
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑴
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑴
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑴
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑴
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
ウ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
ア
　
上
記
３
⑵
ア
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
履
歴
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
イ
　
上
記
３
⑵
イ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
１
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
通

　
　
　
ウ
　
上
記
３
⑵
ウ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
２
級
検
定
合
格
証
明
書
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
エ
　
上
記
３
⑵
エ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
１
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
　
　
オ
　
上
記
３
⑵
オ
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
ａ
　
１
号
警
備
業
務
に
係
る
旧
２
級
検
定
合
格
証
の
写
し
　
１
通

　
　
　
　
ｂ
　
警
備
業
務
従
事
証
明
書
　
１
通

　
　
　
　
ｃ
　
資
格
者
証
等
の
写
し
　
１
枚

　
⑷
　
手
数
料

　
　
ア
　
新
規
取
得
講
習

　
　
　
　
４
７
，
０
０
０
円

　
　
イ
　
追
加
取
得
講
習

　
　
　
　
２
３
，
０
０
０
円

　
　
　
　
に
相
当
す
る
手
数
料
を
、
受
付
時
に
受
理
番
号
を
取
得
し
て
か
ら
納
入
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

５
　
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
　
福
井
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

　
　
電
話
０
７
７
６
－
２
２
－
２
８
８
０

　
　
（
内
線
３
１
９
２
、
３
１
９
３
）
ま
た
は
各
警
察
署
生
活
安
全
課
（
係
）

６
　
そ
の
他

　
⑴
　
委
託
先

　
　
　
本
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
福
井
県
警
備
業
協
会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

　
⑵
　
修
了
考
査

　
　
　
講
習
終
了
後
、
福
井
県
公
安
委
員
会
が
修
了
考
査
を
行
い
、
当
該
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
と
認

　
　
め
ら
れ
る
者
に
対
し
、
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
。


